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1回簡連静止人口麦である。
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第23葦　司法およ　び警察

民事事件の概況

昭和34年中に府下の仝裁判所に新しく掟起された民事

事件数は66，546件で、前年にくらペ113件（0．2％）の減

少を示したが、昨年の1，885件の減少からみればその率

は低く．横ばいの傾向となった。これは、各裁判所別に

前年と比較すると、高裁は117件（4％）．地裁は1．224

件（5％）の増加となったものの、簡裁では逆に1，454件

（4％）の減少を示したためである。

事件の処理状況についてみると、総件数では的年より

172件（0．3％）の増加となり、裁判所別では前年にくら

ペ高裁で554件（20％）、地裁では1．276件（5％）のか

なり大きな増加となったが、簡裁では逆に1．658丁半（4

％）の減少を示した結果，総数ではわずかな増加に止ま

った。なお．このような傾向は例年のことであるが、簡

裁における事件処理が減少をみせることは、処理要件が

ますます複雑化してきたためと考えられる。

刑事事件の概況

昭和34年中に府下全裁判所が新しく取扱った事件人数

は31万8．601人で．昨年の約42万5千人に比較すると10

万6千余人（25％）の減少となった。各裁判所別にみる

と，高裁では231人（9％）の増加をみた反面．地裁七は

4．047人（15％）．簡裁では10万2，418人（26％）の著しい

減少を示している。高裁での増加は昭和33年の衆院選挙

その他の議員選挙における公職選挙法違反の訴訟事件に

よるものである。＋－一方、地裁、簡裁では全事件にわたっ

て減少をみせたが．侍に交通事件が検挙よりも指導に重

点をうつした結果、簡裁における「略式」事件が激減、

それにともない「その他」の事件のうち「仮納付」事件

の減少も顕著となり，昭和28年以来年々増加をたどって

きた事件数は、本年はじめて数字上で減少を記録するこ

とになったn　なお処理状況についても上記新受人員の減

少に比例した傾向を示している。

刑法犯の発生概況

府下で発生した刑法犯の全件数は、昭和33年のそれに

くらべ3．458作（2，7％）の相加となって12力9．242什を

示し、最も犯罪情勢の悪化をみたといわれる昭和24年

の12ガ9，484件に匹敵する数を計上．毎日約4分に1件

の梨合で発生をみたことになった。

罪種別では、窃盗犯の10万1，672件（787％）が最も多く、

ついで粗暴犯の1万371件、知能犯の5．836件、凶悪犯1，1

09軋　風俗犯の236件の収になっている。このうち少年

犯罪は一般犯罪で38％を占めるが、凶悪犯罪では53．8％

の大きな割合となり、しかもそのうちの50％を越えるも

のが「強かん」で占められていることは、戦後少年犯罪

の一つの特徴と考えてさしつかえなかろう。

罪種別件数をさらに詳細にみると，凶悪犯は前年より

26件の減少を示したものの，「殺人」は戦後第2位、

「強かん」は戦後最高の発生を記録し、「放火」もわず

かに5件の減少をみせたにすぎない。つぎに窃盗犯の状

況では、約年度にくらベ3，110件（3．2％）の増加とな

り．全刑法犯のり4以上をおめている。さらに粗暴犯を

みると前年に対して126件の減少をみせ、「暴行、傷害．

脅迫」はいずれも前年より下向を示したが、「恐喝」は

戦後最高の発生となった。なお知能犯は618件の減少で

昭和24年以降最低の発生件数となった。→方．人口10万

人に対する犯罪発生数は2．493件と計算され、昭和33年

の2．487件、32年の2，359件を上回り．人口増加によるも

のを考慮しても、本年を犯罪情勢がより悪化した年とみ

ることができよう。

つぎに、このような状況に対する検挙の挟様をみる

と、昭和34年中の塩数は6ガ9，735件で．検挙率は54％、

前年にくらペ2，249件、3％の減少となった。もっとも

これを罪種別にみると凶悪犯では90％、風俗氾一ごは100

％に近い検挙率をあげ、粗暴犯ならびに知能犯でもそれ

ぞれ80％に近い率をあげている。しかしながら犯罪数の

最も多い窃盗犯ではわずかに50％たらすとなっているた

め．全休として上記54％の検挙率にとどまったわけであ

る。
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刑法犯罪の罪種別割合

財物の被害高と回復高の品種別割合
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数　お　よ　び　登　録　税、手　数　料
建物については離散．船舶については隻数．農業用動産妊当については農業嵐披露員数船舶隻数等をいう。
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検　　　案
本友は昭和31年中に各検察庁で取扱ったもので旧受とは前年去処理繰越分である．
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434　　司法・警察

第11蓑 ／ト　　年　　　ぐ　　犯（不良を含む）

太東は大阪府警察本部で取扱った各年中の柿等人員である。なお警察限りの捨置と拙家鼠鼠鼠学校等

鴫　　行　　　為　　　補

へ通告したものをし）う。

金銭濫費庖撃菅は性交笠

導　　　人　　　員

司法・警察　　435
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第12表
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138　　司法・曽察

第日表　　　　　所　為、理　由　別　自　殺　者　数

本義は各年中に大阪府で発生した自殺人員をまとめたものである。
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第　24　章

災害および事故


